
［要旨］

これまで、日本は有事における文民等の保護として、国民保護法等を整備してきたが、

それらはもっぱら国内に所在する文民等にのみ向けられてきた。しかし反撃能力の保有

により、これまでの敵の攻撃からの文民保護から自らの攻撃による文民保護という武力

紛争法上の新たな課題に取り組む必要がある。

本稿においては、日本の敵国領域への攻撃に関する議論における論点を整理したうえ

で、日米共同対処を前提とする敵国領域への攻撃に伴う攻撃目標の選定や付随的損害へ

の対応など、日米間の法制度上の違いから従来の日米共同対処で行われてきた情報交換

とは異なった調整の必要性に着目している。そのなかで、いかに憲法上の制限との調整

を図ったうえで対応すべきか、NATO諸国も採用しているアメリカが策定した付随的損

害を軽減するための「算定法」、また、日本と同様にアメリカの同盟国である一方で、法

制度の相違から生じる問題点を指摘する専門家の論考などを参考に、日本が取り組むべ

き反撃能力への対応の在り方について考察する。

はじめに

反撃能力の保有について、主要全国紙5社が行った世論調査では、全紙とも「保有に賛成」

が過半数を超えた（1）。この結果は、各紙によって「賛成」と「反対」に大きなバラツキが出

た2015年の安保法制の整備の時の世論調査結果からすると、意外とも言えるかもしれない。

この結果を見る限り、国内世論としては「反撃能力の保有」に対しておおむね肯定的な傾向

がうかがえる一方で、反撃能力の行使によって、相手国の文民等に被害が生じるかもしれな

い可能性について理解している国民がどのくらいいるだろうか。

新たな安全保障関連3文書（以下、「3文書」）で明記された反撃能力の保有は、「相手の領域

において、我が国が有効な反撃を加えること」を前提としている（2）。その場合の攻撃の対象

が、軍事目標に限られることは自明であるが、その具体的な範囲については、それが敵の軍

事基地（敵基地）に限られるのか、それ以外の軍事目標になりうる相手国の軍司令部、政治

中枢機能、武力攻撃を遂行するための重要な基盤である産業インフラなどにも及びうるのか

について政府は明確に示していない。仮に敵基地以外の軍事目標にも攻撃を行う可能性が排

除されていないとすると、これまで当該能力をもっぱらアメリカに依存することで、まった

国際問題 No. 716（2023年12月）● 18

Nakamura Susumu



く議論されてこなかった相手国の文民等の保護に関する武力紛争法（国際人道法）の規則と

の関係が問題となりうる。とりわけ軍事目標を攻撃した際に生じる文民等の付随的損害（col-

lateral damage）の発生をいかに軽減できるかという問題がある。こうした問題に否応なく取

り組まざるを得なかった米軍の実践等も踏まえて、日本での今後の検討へ向けた課題を考察

する。

1 敵国領域への攻撃を巡る議論の系譜

（1） 憲法上許容される自衛の限度

戦後、ポツダム宣言受諾による完全な武装解除を経て新たに制定された憲法は、自国の安

全を新たに創設される国際連合（以下、「国連」）を中心とする集団安全保障体制に委ねること

により、戦力はもとより国際法上の自衛の権利をも放棄するという立場から、憲法第9条に

おいて武力による威嚇および行使、戦力の保持および交戦権の行使を禁止した（3）。しかし、

その後の冷戦による国連安全保障理事会（以下、「安保理」）の機能不全によりその前提はもろ

くも崩れる。さらに、講和による独立の回復に伴い、それまで日本の安全を担ってきた占領

軍が撤退すれば日本は無防備の状況に陥ることとなる。これに対応するため、政府は講和条

約と同日に日米安全保障条約（旧）に署名することにより米軍の駐留を継続させるとともに、

独自の防衛力構築に向けた再軍備に舵を切る。しかし本来は憲法を改正すべきところ、その

要件が整わないことから政府は解釈の変更により自衛隊の創設に至る。そこで憲法との整合

性を図るために設定されたのが「自衛のための必要最小限度」というキーワードであり、こ

の範囲にとどまる限りの組織・装備や武力の行使は憲法上認められるというものである（4）。

しかし、その後も憲法の改正には至らず、時々の情勢変化に対して歴代政府はこの基準の下

で解釈の変更による対応を重ねてきた（5）。しかし、この「限度」の要件は現在まで変わるこ

となく継承されており、今般の「反撃能力の保有」についても、当然この範囲にとどまると

いうのが政府の立場である。

（2） 敵基地攻撃に内在する憲法上の問題点

もともと敵国領域に対する攻撃の是非については、自衛隊法案が可決成立した1954年6月

の参議院の付帯決議、いわゆる「（自衛隊の）海外出動禁止決議（括弧内は筆者）」（6）において

自衛隊の海外での武力行使を禁じたことに由来し、当初の敵基地攻撃を巡る議論も憲法が禁

じる海外出動に該当するか否かという文脈で議論されてきた。

1955年6月16日の衆議院内閣委員会において、鳩山一郎首相が「飛行機でもって飛び出し

ていって、攻撃の基地を粉砕してしまうということまでは、私は今の条文ではできないと思

います。」（7）として、敵基地攻撃は憲法上容認されない旨の答弁を行った。ところが、1956

年2月27日の同委員会において、「飛行機に乗って敵の空襲部隊の基地を襲う場合は海外派兵

と考えられますか。それは一時的な作戦現象であって、海外派兵とは見ないとお考えであり

ましょうか。」との問いに対して、船田中防衛庁長官は「自衛のための最小限度の反撃という

ことはあり得ると思いますけれども、今想定された御質問のようなことは、まず起らないの

ではないかと存じます。」としたうえで、「ただいま御質問のような点は、厳密な意味において
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は、海外派兵とは区別さるべきものだと私は考えます（下線は筆者）。」との見解を示した（8）。

この2つの答弁が矛盾するとして翌28日に明確な答弁の求めに応じて示したのが、2月29日

の船田長官が代読した鳩山首相の以下の答弁である。

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等

による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだとい

うふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防

ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御す

るのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛

の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います（下線は筆者）。」（9）。

この政府の公式見解を以て、海外派兵との関係からの「敵基地攻撃」の議論は一応整理さ

れた一方、「敵基地攻撃」を巡ってはもう一つの論点がある。それは敵基地攻撃には「先制攻

撃」の危険性が内在するというものである。

先制攻撃について、政府は一貫して国際法違反であり、当然に憲法上も許されるものでは

ないという立場を堅持してきた。一方で、先制攻撃は自衛権の発動時機に関連して議論の対

象となった。自衛権の発動時機について政府は、当初から「武力攻撃というものが現存する

という意味は、着手といいますか、そういうものが入る」（10）との見解を示していた。この見

解は「政府は従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合とは、他国が我が国に対し

て武力攻撃に着手したときであると解してきています」として現在も維持されている（11）。た

だし、具体的な「着手の時機」について、現在では「どの時点で武力攻撃の着手があったと見

るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等に

よるものであり、個別具体的な状況に即して判断すべきもの」（12）として、かつて石破茂防衛

庁長官が「東京を火の海にするぞと言ってミサイルを屹立させ、燃料を注入し始め、それが

不可逆的になった場合というようなのは、一種の着手であり不可逆的な状態なのだろう。」（13）

と述べたような具体的事例の明示を避けている。

2 「反撃能力」の保有

（1） 反撃能力の保有に至る経緯

近年高まる我が国への弾道ミサイル等の脅威に対して、当初は、従来からのイージス艦と

陸上のPAC3に加えて、イージス・アショアの導入によってミサイル防衛能力の向上を図る予

定であった。しかし、イージス・アショアの導入停止によって既存のミサイル防衛網だけで

現在の脅威に対して完全に対応することは難しくなった（14）。このため、新たな対応措置の必

要性から、一貫して維持してきた敵基地攻撃はアメリカの打撃力に依存するという方針（15）を

変更して、我が国自身によるミサイル防衛として「反撃能力」の保有の問題が具体化する（16）。

こうして、2022年12月の安全保障会議および閣議において、「反撃能力」の保有が決定し3文

書に明記された。

（2） 名称の変更

反撃能力への改称について、2022年4月21日の自民党安全保障調査会後に、会長を務める
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小野寺五典元防衛大臣は、名称の変更について、記者団に「多くの国民は、日本が先制攻撃

をするようなことを望んでいない。この国を守るために必要な能力を使うという意味で『反

撃』ということばが1番ストレートに表現でき、国民や海外の人にもわかりやすく表現でき

る」と述べている（17）。

名称の変更には、先述した従前からの「敵基地攻撃能力」という名称が国際法に違反する

「先制攻撃」に繋がるという批判を受けてきたという背景がある（18）。しかし、名称の変更には

もう一つの意味がある。すなわち、「敵基地」という文言が消えたことで、攻撃の対象が敵基

地に限定されない余地が残されたことである。浜田靖一防衛大臣は2022年12月20日の記者

会見において「今回の定義では、「相手の領域」とだけ記しております。これは攻撃対象が拡

大しているということなのか、考え方は変わっていないということなのか」との問いに対し

て、次のように攻撃目標が敵基地に限定されるものではないことを明言している（19）。

「1956年の政府見解に言う「誘導弾等の基地」とは、必要最小限度の措置の例示の中で述べら

れたものであります。政府は、従来から、何が対象となり得るかについては、法理上は、誘導

弾等による攻撃を防ぐのに「万やむを得ない必要最小限度の措置」か否かとの観点から、個別

具体的に判断されるものと説明してきているところであります。この考え方は、反撃能力にお

いても同様であります。その上で、どこでも攻撃してよいというものではなく、攻撃を厳格に

軍事目標に対するものに限定するといった国際法の遵守を当然の前提とした上で、ミサイル攻

撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置の対象を個別具体的な状況に照らして判断して

いく（下線は筆者）」。

なお、攻撃の手段について、かつて岸信介首相が「その基地を爆撃するために飛行機が行

って爆撃をするというようなことは、いわゆる海外派兵という観念には入らないのじゃない

かというのが私たちの解釈（下線は筆者）」（20）として、航空機が爆撃のために敵国領域に入域

することも排除されないともとれる見解を示しているが、現在の岸田文雄首相は「有人機等

ではなく、スタンド・オフ防衛能力を活用して相手国の領域外から対処することが基本とな

ると政府としては考えております。」（21）として、現状においては航空機の敵国領域への入域

は想定していない旨の答弁している。

3 反撃能力の保有に伴う課題

（1） 武力紛争法に基づく文民等の保護

武力紛争法は、敵の戦闘員の殺傷や軍事目標の破壊によって勝利を獲得しようとする軍事

的必要性（military necessity）と文民等の保護を追求する人道（humanity）という2つの原則の

バランスの上に成立すると言われる（22）。しかしバランスと言っても、この2つの要素はそも

そも次元の異なるものである以上、比較すること自体に無理があるところに大きな矛盾を抱

えている。さらに武力紛争法は、交戦者が軍事的必要性を達成するために敵の戦闘員の殺傷

や軍事目標を破壊するなかで、一定限度の範囲にとどまる限りは巻き添えによる文民等の損

害を付随的損害として容認するという極めて特殊な体系である。このような体系は、禁止し

ても止むことのない武力紛争の現実に対して、生起した武力紛争における巻き添えによる付
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随的損害を最小限にとどめようとする次善の策とも言える。

このため、1977年のジュネーヴ諸条約第Ⅰ追加議定書（Additional Protocol to the Geneva Con-

vention I：以下、「AP I」）が文民等の保護についての多くの規定を置いている。具体的には、

「戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は無制限ではない」ことを確認したうえで（第35条1）、第4

編（48―56条）に文民等の保護を規定している。そのなかで、戦闘方法の規制として軍事行

動は軍事目標のみを対象とする「軍事目標主義」（第48条）や軍事目標と文民等を区別しない

「無差別攻撃」の禁止（51条4項）が規定されている。しかしながら、軍事目標への攻撃によ

って生じる付随的損害に関しては、「予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較にお

いて……過度に引き起こすことが予想される攻撃」を「無差別攻撃」として禁止するという

抽象的な表現にとどまっている（同条5項（b））。

こうした一般的・抽象的な規定ぶりは多数国間条約における特徴とも言えるが、このこと

が、解釈を不明確なものにする原因ともなっている。

（2） 日本における文民等の保護

AP Iは、先述の文民等の保護を規定した第4編に続く第5編に付随的損害の防止義務を規

定している。具体的には、第57条に攻撃側の予防義務を、そして第58条には被攻撃側の予防

義務をそれぞれ規定している。

これに対して、これまでの日本は、AP Iの規定に従い武力攻撃事態等における文民等の

保護を図るうえで、2003年の「武力攻撃事態対処法」（23）に続き2004年には「国民保護法」（24）

を整備してきた。しかし、これらの対応においては「海外派兵の禁止」の下で外国領域にお

ける戦闘行為を想定していなかったことから、武力紛争時の文民等の保護は「国民保護」と

してもっぱら自国領域内の文民等の保護に限定され、敵国領域内における文民等の保護につ

いては考慮の必要がなかった。これをAP Iの規定に照らせば第58条の被攻撃者側の義務に

ついてのみ対応してきたと言える。しかし、今般の反撃能力の保有に伴う敵国領域への攻撃

という新たな行動が付加されたことで、これまで想定されなかった第57条の敵国領域内にお

ける文民等の保護という攻撃者側の義務が発生することとなる。これにより、自衛隊は新た

な装備の慣熟や戦術の構築などにとどまらず付随的損害への対応が不可欠となる。一方で、

反撃能力自体は日本が単独で達成できるものではなく、敵国防空能力の減殺、敵国領域内の

地形や攻撃対象およびその周辺の情報のほか、攻撃効果の判定などが不可欠であるが、これ

らは自衛隊単独では難しく、多くは米軍に依存せざるを得ないのが現状である。こうした状

況を踏まえ、3文書には「日米の基本的な役割分担は今後も変更はないが、我が国が反撃能

力を保有することに伴い、弾道ミサイル等の対処と同様に、日米が協力して対処していくこ

ととする。」（25）と、反撃が従前の弾道ミサイル対処と同様に日米の共同対処の下で行われる

ことが明記されている。しかし、付随的損害の問題については、日本は憲法上の「自衛のた

めの必要最小限度」という制限からアメリカと同等の対応で良いのかという問題が生じる。
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4 アメリカの対応

（1） 軍事的必要性の重視から人道優先へ

人道化の高まりを受けて、文民保護の絶対性を追求する立場の国際人権団体やマスコミな

どから過度な付随的損害として、厳しい批判に晒されたことで作戦行動への支障を経験して

きたアメリカは、早くから人道の確保のための明確性に欠ける現状に対して付随的損害の軽

減に向けた作戦遂行に取り組んできた。その嚆矢は、1999年の北大西洋条約機構（NATO）に

よるユーゴ空爆にみることができる。NATOの空爆においては、文民の被害が数多く発生し

たことで、国際人権団体のAmnesty InternationalやHuman Rights Watchなどは、NATOの介入を

支持する一方で、その作戦の結果を厳しく非難した（26）。そうしたなかで、1999年4月14日に

ジャコヴィカ（Djakovica）において、高高度爆撃による目標の目視確認が不十分であったこと

によるミスが発生し、民間車両の誤爆撃で70―75人の文民が死亡し100人以上が負傷した（27）。

人権団体は、当然にこれを国際法違反と厳しく糾弾した。この結果に対してアメリカは、敵

の対空ミサイルからパイロットを保護するために1万5000フィート以下での爆撃を禁止して

いた交戦規定（Rules of Engagement: ROE）を、前方航空管制機は5000フィートまで、攻撃機

は8000フィートまで降下できるように変更した（28）。この取り組みは、それまでの軍事的必要

性を優先する傾向から、人道を最大限考慮したうえで軍事的必要性を追求するという方向に

位置付けたと言える。

（2） 付随的損害算定法の策定

こうした取り組みは、その後、2002年に統合作戦の立案過程において付随的損害を軽減さ

せるための具体的な手順を定めた統合参謀本部議長指示「付随的損害算定法（Collateral Dam-

age Estimation Methodology: CDM）」の策定として結実する。この付随的損害の回避に向けた政

策は、その後の2016年のオバマ政権における「大統領令」において「アメリカの国家安全保

障にとって重要な活動の正当性と持続可能性を高めることになる。そのため、アメリカは政

策として、民間人の保護に関連する武力紛争法の要件よりも保護的な、ある種の強化された

政策基準を日常的に課している（下線は筆者）。」として確認されている（30）。

CDMは、その後も実戦を通じた教訓を反映して2005年、2007年、2009年、2012年の各年

に改訂されている（29）。その内容は、コンピューターに所要の諸元を入力することで、設定し

た目標への攻撃から生じる付随的損害を回避するための攻撃の手段や方法を決定するという

ものである。CDMの枠組みは、相互に依存するレベル1から5までの5つの付随的損害見積

もり（Collateral Damage Estimation: CDE）」レベルで構築され、利用可能な情報、兵器の種類と

効果、物理的環境、標的の特性、および攻撃点と攻撃禁止目標との距離等の分析をもとに、

付随的損害が予め設定された閾値（cut-off value）（31）を超えると次のレベルに移行する。

そのプロセスは、まずレベル1において攻撃目標を使用兵器の効果範囲内に、保護対象と

なる文民・非戦闘員、無意識の人間の盾、重要な環境問題の存在を確認する。この際、目標

の確実な識別（positive identification: PID）ができない場合や、ROEの承認がない場合は、その

時点で攻撃は中止される（32）。レベル1においては、付随危険区域（collateral hazard area: CHA）
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内に、人や物を含む付随的損害の許容できない確率が存在する場合、次のレベル2において、

運搬手段（航空機、地上発射）と使用する兵器（単弾頭・複数弾頭、誘導・無誘導）等の選択に

よって付随的損害を最小限にとどめることを目指す。それでもなお、閾値を超える付随的損

害の可能性が残る場合には、レベル3において弾薬の重量や信管の種類などの選択による損

害の軽減を検討する。レベル3においても閾値以下に抑えられない場合に移行するレベル4で

は、人員の負傷が依然として最大の懸念事項であるとされる（33）。このため、弾頭を標的構造

物内または地下で起爆させるための信管という特別な要件を課して、弾頭が標的構造物内で

起爆するか、構造物外の標的の場合は、100%地下で起爆する信管を付け、無防備な文民等へ

の破片の影響をさらに軽減することが義務付けられ、建物または地面を利用して破片を吸収

することにより破片の影響を緩和している（34）。なお、CDMでは、コソボで多数の文民の被害

を出したクラスターについて、不発弾のリスクが高く、これらの弾薬による付随的損害のリ

スクを軽減するために利用できる兵器処理の選択肢が限られていることを理由に、レベル3

を超えるクラスター弾や改良型通常弾（Improved Conventional Munition: ICM）の使用は考慮さ

れていない（35）。レベル4において、すべての合理的で既知の軽減技術が尽くされ、ある程度

の付随的損害が避けられないと思われる場合、レベル5に進み、人口密度参照表（36）を参考に

文民および非戦闘員の死傷者数を見積もる。レベル5でリスクが高いと推定される目標への

攻撃許可は、適切な命令／指示により承認権限が委譲されていない限り、国防長官または大

統領の承認を必要とする（37）。

これらのプロセスは、プラットフォーム、武器、弾頭の種類・誘導の有無等、多くの変数

が交錯する複雑なものになることから、コンピューター処理が必須となる。また、その手順

に従う担当要員の習熟も不可欠である。このため、アメリカのJoint Targeting Schoolでは、担

当要員の教育のために、毎週1コース30名の共同ターゲッティング要員コース（2週間）、共

同ターゲッティング応用コース（1週間）、戦闘評価コース（1週間）、付随的損害推定コース

（1週間）という4つのコースを設け、試験を経て修了者には算定分析官としての資格が付与

される（38）。また、NATOではアメリカのCDMをそのまま採用しており、NATO Schoolが毎

月、アメリカのCDMによる訓練コースを開設している。このコースにNATOは、NATO加盟

国以外に、オーストラリア、ニュージーランド、フィンランド（NATO加盟前）、スウェーデ

ンの受講生を受け入れている（39）。またカナダは、アメリカのCDMの補完として、NATOのコ

ースとは別に陸軍指揮幕僚学校において基礎コースと上級コース各5日間のコースを設けて

いる。上級コースは基礎コースの修了者のみが受講でき、修了者には算定分析官の資格を付

与している（40）。

（3） 同盟国オーストラリアとの関係

アメリカの同盟国としてのオーストラリアの事情について、同国の国防法務局の訴訟部長

や空軍での勤務経験を有していた法律専門家が、コソボ空爆におけるターゲッティングに関

して、米豪間の法制度上の相違による問題点について興味深い検討を行っている（41）。この筆

者は、AP Iは慣習国際法を反映したものでも宣言したものでもなく、AP Iの下では慣習法

より厳格な基準が要求されるとしている（42）。したがって、両者の間では同じ比例原則の解釈
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に、条約としてのAP Iおよび国内法による制限を受けるオーストラリアと、AP Iの非当事

国として慣習法を根拠とするアメリカとの間で差異が生じる可能性があると指摘する。その

うえで、米豪間で行われているカンガルー演習の機会を利用して、両国間の法的立場の違い

によって引き起こされる相互運用性の問題を、作戦レベルでどの程度改善できるかを確認し、

相互運用性の根本的かつ両立しがたい障害となっている法律と軍事ドクトリンの側面を明ら

かにする必要性を訴えている。この論考から20年以上経過したが、その後、米豪間でどのよ

うな調整が行われたかについては、内容自体の性質から明らかにされていないようである。

おわりに

反撃能力の発揮に際しては、「脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化するところ、意思

を外部から正確に把握することは困難」（43）であることに加え、仮に我が国へのミサイル攻撃

が察知できたとしても、「武力攻撃にあたると認められる場合（攻撃の意図の明示、ミサイル

発射の切迫）」→「武力攻撃事態を認定し防衛出動を下令」→「防衛出動の枠組みで対処」（44）

という法制度上の手続きに従う必要がある。加えてこれまで経験したことのない武力攻撃対

処に政府が適時に判断を下せるかなどを考えると、反撃能力による第一撃の排除は相当困難

なものになることが予想される。こうしたことから、国家防衛戦略の「有効な反撃を加える

能力を持つことにより、武力攻撃そのものを抑止する」（45）との記述や、浜田防衛大臣が「反

撃能力は、我が国への武力攻撃を抑止するためのものであります。」（46）と強調するように、

反撃能力は実際の攻撃による効果よりも、どちらかといえば抑止効果への期待に重心が置か

れているとみることができる。

他方で、現実に敵国領域への攻撃を行うとなれば、攻撃目標の選定や付随的損害への対応

などは、日米間の法制度上の違いから従来の日米共同対処で行われてきた情報交換とは異な

った調整が必要となる。こうした新たな課題に対して、日本独自に付随的損害の軽減策を構

築するのか、日米共同としてアメリカのCDMをそのまま採用するのか、あるいはその都度

の日米間の調整に委ねるのか、これまでの部隊運用や装備、戦術などとは異なる視点からの

検討が求められる。そのためには、先述のアメリカやNATOの教育コースへの参加やオース

トラリアの検討の調査なども有効な手段となりうるだろう。

（ 1）『読売新聞』2022年11月6日、賛成：52%、反対：41%（調査：2022年11月4―6日）〈https://www.
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